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第１章 基本計画の概要 

1.  基本計画の目的 

 

 計画策定の目的 

宮古島市（以下「本市」という。）は５市町村が合併して誕生した市であり、人口が旧町村地域（平

良地区北部、下地地区、上野地区、城辺地区、伊良部地区）から市街地へ流出している状況にある

ため、旧町村地域においては、高齢化・少子化・人口減少が進行している。 

そのため旧町村地域において魅力的な資源を活用し、賑わいを創出するための取り組みの方向

性を示した「宮古島市地域賑わい創出事業基本構想」（以下「基本構想」という。）を基に、地区ごと

の具体的な取り組み内容を「宮古島市地域賑わい創出事業基本計画」（以下「基本計画」という。）

として地域ごとに整理することを目的とする。 

 

 計画の位置づけ 

本計画は、「第 2 次宮古島市総合計画を上位計画、「宮古島市都市計画マスタープラン」を主な

関連計画として位置づけ、「市が目指す将来像」の実現に向けて、当該計画に即した考え方に基づ

き、賑わい創出に向けた具体的な計画を定めるものである。 

 

 
 

 

 

 

図 １-1 宮古島市地域賑わい創出事業基本計画の位置づけ 

【上位計画】第 2 次宮古島市総合計画（市が目指す将来像） 

（環境共生 教育文化 健康福祉 産業振興 生活環境 住民自治行政改革） 
  

【関連計画】宮古島市都市計画マスタープラン 

即する 

宮古島市地域賑わい創出事業基本構想 

即する 

即する 

宮古島市地域賑わい創出事業基本計画 
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上位計画：第 2 次宮古島市総合計画 

第2次宮古島市総合計画は、「心かよう夢と希望に満ちた島 宮古
みゃーく

～みんなで創る 結いの島～」

を基本理念に掲げ、本市の豊かな自然や温かい人の繋がりなどの地域特性を活かしながら、文化、

環境との調和を図り、新たな島としての魅力や誇りを再確認することで、夢と希望にあふれた活力

ある島を創っていくものである。 

 

 

 

図 １-2 本市の施策体系 
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関連計画 宮古島市都市計画マスタープラン（2021 年 4 月改定） 

宮古島市都市計画マスタープランは、本市の都市計画に関する基本的な方針であり、 2030 

（令和 12 年） までのまちづくりの方向性（ビジョン）を示すものである 。 

同プランにおいては、「島全体で調和を図り、新たな活力や賑わいを創出し、本市に暮らす人々

が島への愛着や誇りを持てるようなまち」「 本市の魅力を感じ、誰もが気持ちよく訪れることがで

きるようなまち」 を目指しており、 本市の概況や関連計画等を踏まえて、都市づくりの将来像な

どを図１－３のとおり整理している。 

 

 

 

図 １-3 本市における都市づくりの将来像 
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図 １-4 都市づくりの理念 
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 関連計画から見る現状と課題の分析 

宮古島市都市計画マスタープランにおいては、本市の概況、本市を取り巻く社会経済情勢の変

化や統計データなどの数値では現れない、本市の都市づくりを取り巻く潮流など踏まえ、本市の強

み、弱み、機会、脅威を次のように分析している。 

 

本市における都市づくりの現状評価（SWOT 分析） 

 

 

（出所）「宮古島市都市計画マスタープラン」 

 

 

 

 

 

図 １-5 本市における都市づくりの現状評価（SWOT 分析） 
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表 １-1 宮古島市都市計画マスタープランにおける本市の課題一覧 

（出所）「宮古島市都市計画マスタープラン」より抜粋。 

 

 

 

 

地域 課題（要点） 

平良地区北部 
地域の各所にある文化財や自然資源については、

地域資源としてまちづくりへの活用が求められて

います。 

下地・上野・城辺 

既存集落等の活力維持のため、生活や地域活動

の中心地となる地域拠点の形成のほか、周辺の自

然環境や営農環境と調和した良好な住環境の維持

や定住化の促進が求められています。 
豊かな自然環境や営農環境を維持するため、開発

の適正な誘導が求められています。 
地域の各所にある文化財や自然資源については、

地域資源としてまちづくりへの活用が求められて

います。 
下地、上野の南岸沿いのリゾート地周辺やビー

チ、公園、広場等については、リゾート地にふさわし

い交流空間の維持管理や景観の創出が求められて

います。 

伊良部 

既存集落等の活力維持のため、生活や地域活動

の中心地となる地域拠点の形成のほか、周辺の自

然環境や営農環境と調和した良好な住環境の維持

や定住化の促進が求められています。 
本市の空の玄関口の 1 つである下地島空港をは

じめ、豊かな地域の自然資源や文化財等について

は、地域資源としてまちづくりへの活用が求められ

ています。 
ビーチや公園、広場等については、リゾート地に

ふさわしい交流空間の維持管理や景観の創出が求

められています。 
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（出所）「宮古島市都市計画マスタープラン」より抜粋。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １-6 本市における都市づくりの課題分析 
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図 １-7 平良地域の地域づくりの方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）「宮古島市都市計画マスタープラン」より抜粋。
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（出所）「宮古島市都市計画マスタープラン」より抜粋。

図 １-8 下地・上野・城辺の地域づくりの方針 
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図 １-9 下地・上野地域づくりの方針図 
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図 １-10 城辺地域づくりの方針図 

 

 

 

（出所）「宮古島市都市計画マスタープラン」より抜粋。
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図 １-11 伊良部地区の地域づくりの方針図 

 

 

（出所）「宮古島市都市計画マスタープラン」より抜粋。
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図 １-12 伊良部地域づくりの方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（出所）「宮古島市都市計画マスタープラン」より抜粋。
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 計画の対象地域 

本基本計画は、市町村合併前の旧町村である下地地区、上野地区、城辺地区、伊良部地区お

よび、平良地区北部を対象地域とする 

 

 

 

【本基本計画の対象地域】 

 

図 １-13 対象地域図 

 

 

 

  

平良地区北部 

伊良部地区 

下地地区 

上野地区 

城辺地区 
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第２章 地域の現状と課題 

 人口動態  

 

（1） 総人口 

令和２年国勢調査によると、旧町村地域の人口は、18,261人となっており、平成７年

から令和２年までの 25 年間における増減率をみると、26.9％の人口減少となってい

る。 
 

 
単位：人 

 

 

 

 
 
（出所）総務省「国勢調査（各年版）」より作成。 

 

 

 

（出所）総務省「国勢調査（各年版）」より作成。 

図 ２-1 旧町村地域の人口動態 
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 世帯数 

国勢調査によると、旧町村地域においては、人口減少の傾向があるものの世帯 

数は増加しており、１世帯あたりの人口は平成７年の 3.0 人/世帯に対し、令和２年が

2.2 人/世帯となっている。 
 

表 ２-2 旧町村地域における世帯数の動向 

単位：世帯 

 

（出所）総務省「国勢調査（各年版）」より作成。 

 
 
 

  

 

（出所）総務省「国勢調査（各年版）」より作成。 
図 ２-2 旧町村地域における世帯数の動向 
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単位：人/世帯 

 

（出所）総務省「国勢調査（各年版）」より作成。 
 
 

 

 

（出所）総務省「国勢調査（各年版）」より作成。 
図 ２-3 旧町村地域における 1 世帯あたりの人口 
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 年齢３区分別人口 

平成７年から令和２年の 25 年間において、旧町村地域全体として、年少人口が

49.7％減少、生産年齢人口が 34.6％減少、老年人口が 5.8％増加となっており、少子

高齢化が進んでいる。 
また、人口構成比をみると、旧町村地域全体で総人口に占める老年人口の割合が

36.6％であり、超高齢社会となっている。 
 

表 ２-4 旧町村地域における年少人口（15 歳未満）の推移 

単位：人 

 

（出所）総務省「国勢調査（各年版）」より作成。 

 

 

 

 

（出所）総務省「国勢調査（各年版）」より作成。 
図 ２-4 旧町村地域における年少人口（15 歳未満）の推移 
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表 ２-5 旧町村地域における生産年齢人口（15～64 歳）の推移 

単位：人 

 

（出所）総務省「国勢調査（各年版）」より作成。 

 

 

 

 

 

（出所）総務省「国勢調査（各年版）」より作成。 
図 ２-5 旧町村地域における生産年齢人口（15～64 歳）の推移 
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表 ２-6 旧町村地域における老年人口（65 歳以上）の推移 

単位：人  

 

（出所）総務省「国勢調査（各年版）」より作成。 

 
 
 
 

 

（出所）総務省「国勢調査（各年版）」より作成。 
図 ２-6 旧町村地域における老年人口（65 歳以上）の推移 
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表 ２-7 旧町村部における年齢 3 区分別人口構成比（令和 2 年） 

 
（出所）総務省「国勢調査（各年版）」より作成。 

 

 

 

 

 

 

（出所）総務省「令和２年国勢調査」より作成。 

（備考）年齢不詳を除くため、合計が 100 にならない。 
図 ２-7 旧町村地域における年齢 3 区分別人口構成比（令和 2 年） 
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第３章 賑わい拠点の選定 

 賑わい創出の基本的な考え方 

 

（1） 基本構想における賑わい創出の拠点の考え方 

令和５年度に策定された基本構想において、賑わい拠点施設についての意見を聴取するため実

施した地域住民対象のワークショップにおいて多数の意見を頂き、それらを基に他市町村の事例

を参考にしながら、賑わい創出拠点の基本的な考え方を定めた。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 賑わい創出の推進方法 

地域の賑わい創出を推進していくにあたっては、地域住民、事業者など地域の関係者が主体と

なるよう検討を進めていく体制を構築し、行政はこれらの取組を積極的に連携、支援していくもの

とする。 

 

 

  

表 ３-1 基本構想で定めた賑わい拠点の基本的な考え方 

図 ３-1 基本構想抜粋：構想実現体制のイメージ 

①交流しやすい場所であること 

 例：アクセス面が良い・駐車場、公衆トイレなど、滞在しやすい空間と機能が近くにある 

 

②地域の資源や既存ストックを活かしたものであること 

 

③官民が連携した取組であること 

 

④旧町村地域全体に効果が波及する取組であること 

 

⑤定住しやすい環境づくりにつながる取組であること 
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（3） 基本計画策定の流れについて 

  本事業においては、既存公共施設を活用した住民主体の賑わい創出を図るため、地域住民

を対象としたヒアリング・ワークショップを実施し、地域の意見を収集しながら、計画の策定を

進めた。 

 

 

図 ３-2 計画策定までの流れ 

 

（4） ヒアリング・ワークショップによる地域の意見集約 

   賑わい創出拠点の選定については、既存の公共施設を活用した賑わい創出の取組に向けて、地

域住民の意見を聴取し、拠点施設の絞り込みを行った。現在、各地域には数多くの既存公共施設が

あることから、事前にヒアリングを実施し、拠点施設候補を絞り込んだうえでワークショップを実施

した。 

 

 
図 ３-3 賑わい創出拠点選定イメージ 
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 地区別の賑わい拠点の選定 

■２－1：下地地区 

（1） 事前ヒアリングで意見が挙がった施設 

 改善センターとその周辺施設 

・現在も地域の清掃活動や植栽活動の中心であり、駐車場部分等の活用も期待できる。 

 旧下地庁舎 

・旧下地町時代の中心であり、住民にとっては利用しやすい。 

 池原農村公園 

・現在も地域の祭りやイベント等で活用しており、スペースも大きく利用しやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

改善センターと周辺施設 

旧下地庁舎 

池原農村公園 

参考：拠点候補位置図 
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（2） ワークショップの実施 

同地区の住民を対象としたワークショップを実施し、事前ヒアリングで絞り込んだ拠点施設候補

についての意見を頂いた。多くの意見が挙がった施設、及び取組についての結果は下記のように

なった。 

 

（3） 住民意見を取りまとめた賑わい拠点施設及び取り組みの方向性 

ワークショップで頂いた意見を基に、下地地区における拠点施設及び取組の方向性を下記のと

おりとりまとめた。 

 

１．賑わい創出の拠点施設について 

■改善センター付近の活用 
 同施設は、下地町時代から地区のイベント等で活用されており、地域の住民が愛着をもってい

る。 

 国道に面しており、アクセス面からみてもわかりやすい場所にある 

 近隣には児童館・集合住宅・診療所、小・中学校もあり、下地地区の中心的な位置にあるので、

大人から子どもまで利用でき、周囲の施設等と連携した取り組みができるのではないか。 

 上地海岸清掃など、地域活動の拠点となっているので、賑わい創出の拠点としても活用でき

ると思う。 

■旧下地公民館 
 取り壊しが決まっていると聞いているので、その土地を何かに利用できないか。 

■旧下地庁舎 
 下地町時代の中心であり、社会教育機能を集約できないか。 

■池原農村公園 

 現在も地域のイベント等で活用されている。 

２．賑わい創出の取組について 

 地元の農産物等の販売や、フリーマ－ケット・軽トラ市等、地元が中心となってできるイベン

ト。 

 子どもの育成に貢献できる活動（部活動遠征資金醸成、こども食堂の拡充）。 

 多世代交流（スマホ講座、郷土料理づくり体験）。 

 若者が定住できるような取り組み 

 児童館の活動で老人クラブ、青年会等の社会教育団体と連携した取り組みもしたい。 

 地区ごとの対抗イベントや、子ども会イベントなどの社会教育の取り組みを強化したい。 

■改善センター及び周辺 

・地域活動の中心となっており、賑わい創出拠点としても活用する。 

■旧下地庁舎 

・複数の入居企業があり、建物内の活用は難しい。建物周辺の活用は可能。 

■池原農村公園 

・現在も地域のイベント等で活用しており、賑わい創出においても、規模の大きなイベント等の

活用が期待される。 
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（4） 賑わい創出拠点の決定 

ワークショップ・ヒアリング等の結果等を踏まえ、下地地区の賑わい拠点については以下のとお

り選定し、庁内の検討委員会で議論された後、承認された。 

 

【下地地区における賑わい拠点施設】 
改善センター及び周辺（下地児童館、旧公民館） 

 

 

 【選定理由】 
①地域のイメージである子どもから大人まで集える施設である。 

②活用に関する意見の多かった施設である。 

③旧町村時代から中心的な役割を担ってきた施設であり、上地海岸の美化活動などの地域活動の

拠点となっている。 

④基本構想で定めた基本方針に合致している（表 4）。 

 

表 ３-2 基本構想で定めた５つの方針との整合 

 基本的な考え方 基本計画での考え方 

① 

交流しやすい場所であること 地域住民になじみのある改善センター及び周辺施設

を利用するので、住民にとっては交流しやすい場所で

ある。 

② 
地域の資源や既存ストックを

活かしたものであること 

改善センター及びその周辺施設を活用するので、既存

ストックを活かしたものである。 

③ 
官民が連携した取り組みであ

ること 

地域住民と地域づくり協議会、市とが連携した取組で

ある。 

④ 

旧町村地域全体に効果が波及

する取り組みであること 

下地地域の農産物等の直売が想定されており、地域

の産業に貢献することで旧町村地域全体に波及する

取組である。 

⑤ 

定住しやすい環境づくりに繋

がる取り組みであること 

イベントの内容の検討時に、多世代の交流やクラブ活

動等への資金造成、子供会活動の活性化など、子育て

支援に繋がる提案が多数あり、子育て世代の定住しや

すい環境づくりに繋がる取り組みである。 
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（5） 賑わい創出拠点における取り組みの内容 

これまでの経緯を踏まえ、今後の取組を以下の通り推進していく。 

 

 【下地地区における賑わい創出拠点位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【1】下地地区農村環境改善センター及びその周辺施設 

施設名 下地地区農村環境改善センター 施設外観 

所在地 下地字上地 505 

 

整備年度 1990 年度（H2 年度） 

延べ床面積 909 ㎡ 

運営時間 8：30～17：15 

休所（館）日 月曜日 

活用計画の有無 無し 

運営形態 直営 

活用状況 

・施設の軽微な修繕等は定期的に行っ

ている（水漏れ等）。 

・下地改善センター駐車場天井部分の

コンクリート剥離の修繕は行う方向で

調整中。 
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施設名 下地児童館 施設外観 

所在地 下地字上地 628-1 

 

整備年度 2004 年度（H16 年度） 

延べ床面積 210 ㎡ 

運営時間 10：00～18：00 

休所（館）日 日・祝日 

活用計画の有無 無し 

運営形態 指定管理 

活用状況 

・子ども達の日常的な集いの場とな
っている。 
・子ども食堂など、子どもと大人が関
わる機会がある。 

 

施設名 旧下地公民館 施設外観 

所在地 下地字上地 628-1 

 

整備年度 1977 年度（S52 年度） 

延べ床面積 864 ㎡ 

運営時間 閉館 

休所（館）日 閉館 

活用計画の有無 R8 年度取り壊し予定 

運営形態 閉館 

活用状況 
取り壊し後は隣接する下地児童館と
の一体的な活用を検討。 

 

 
 

 
 
 
 

 

■取組の基本方針① 

 世代間交流や社会教育活動の充実による賑わい創出 

■取組内容 

 地元農産物を活用した郷土料理作りをする等、児童館での多世代交流の推進 

 軽スポーツ教室や親子体験教室等の社会教育関連イベントの実施 

■市としての支援 

 取組内容に合わせた施設の改修・備品整備等の拡充の検討 

【担当：農村整備課、子育て支援課】 

 地域イベントと連携した社会教育関連イベントの実施【生涯学習振興課】 
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【2】その他：賑わい創出のための活動の継続のための取組 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■取組の基本方針② 

 地域の農産物等を活用した物販イベントでの賑わい創出 

■取組内容 

 地域の農産物販売や、フリーマ－ケット、軽トラ市、無人販売等、地元の人が中心となってで

きる物販イベントの開催 

■市としての支援 

 取組内容に合わせた施設の改修・備品整備等の拡充の検討 

【担当：農村整備課、子育て支援課】 

■取組の基本方針 
 賑わい創出の取り組みを推進するための地域おこし協力隊の活用 

■取組内容 

 地域が求める人物像について、地域↔行政の調整・意見交換等 

 赴任後の同協力隊員の住居等の支援 

■市としての支援 

 地域おこし協力隊の導入による賑わいの取り組みを推進する人材の支援 

【担当：企画調整課、地域振興課】 
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（6） 今後の検討事項 

■下地庁舎の活用について 

 下地地区に関しては、第 1 回目の検討委員会後の地域説明会において、旧下地庁舎を活用した社

会教育機能の集約・強化について追加で意見を頂いた。 

【頂いた意見】 

・同庁舎に社会教育機能を集約させて賑わいを作ると良い。 

・近くに公園広場もあってイベント等を行うときに連携がとりやすい。 

 同庁舎については、現在施設の大部分が組織・団体等に利用（または利用予定）されている状況に

ある。また、市全体の施設利用計画との関係から、取組についての調整に時間を要するため、今

後、賑わい創出の取組を進めながら検討していく。 

 

【検討対象施設】 
施設名 下地庁舎 施設外観 

所在地 下地字上地４７２－３９ 

 

整備年度 ２０００年度（H１2 年度） 

延べ床面積 ３９０４㎡ 

運営時間 8：30～17：15 

休所（館）日 土日祝 

活用計画の有無 無し 

運営形態 直営 

活用状況 

・観光協会や ICT 交流センターをはじ

めとする官民様々な団体・組織が利用

している。 

 
【参考①：下地庁舎入居事業者等】 
■庁舎 1 階 ■庁舎 2 階 

〇宮古島千年プラットフォーム事務局  
〇その他：福祉事業者 2 社 
      民間事業者 2 社 

〇宮古島市観光協会  
〇その他：福祉事業者 1 社 

 

【参考②】下地地区農村環境改善センターから下地庁舎までの一帯エリア 

   

  

改善センターと周辺施設 

旧下地庁舎 
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（7） 資料編 

 

① 下地地区住民へのヒアリング・ワークショップ実施日と協力者等 

 

 実施日 協力者等 

 

ヒアリング 

令和 6 年 6 月 28 日 下地地域づくり協議会 

令和 6 年８月 下地小 PTA 会長 

令和 6 年８月 下地青年会前会長 

令和 6 年 9 月 与那覇自治会長 

ワークショップ 令和 6 年 9 月 22 日 場所：改善センター 大ホール 

参加人数：14 名 

地域説明会 令和 7 年 2 月 9 日 場所：下地公民館 

参加人数：9 名 

 

② ワークショップの結果 

  下地地域の賑わい創出拠点について、地域住民にご参加いただきワークショップを行った。 

  ワークショップでは 

①「下地地域の賑わいイメージについて（どの様な状態が賑わっている状態と思いますか？）」 

②賑わいを作り出すためにどんなことをしたいですか？どんなことができそうですか？ 

③実現可能な取り組みについて 

以上の 3 つのテーマについて意見出しを行った。 

 

■賑わいのイメージ 

賑わいのイメージは、イベントや行事の際に、様々な世代が集い、ワイワイ活気のある状態がイメー

ジされる。 

 

 合併前の下地町への愛郷 

 世代間交流 

 若者が活動 

 イベントの開催 

 子供達の遊び場 

 人の声が聞こえる 

 子供の笑い声、遊び声 

 世代をこえた交流をする機会と場所がある 

 上野 A コープの様に日曜日に空いて、交流できるスペースがある。無人野菜、マッサー

ジ、free wi-fi、ランドリー 

 親子で遊べるところ 

 農業と観光のリンク 

 伝統芸能の継承 
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 サニツ浜カーニバル等のイベントでの賑わい 

 「こども会」のイベント キャンプ 夏休みの球技大会。下地町時代に青少年育成協議会

中心にやっていた。大人にも良い思い出 

 イベントが無くても人の出入りがある 

 

■賑わい創出のための取組 

【物販・新たなイベントの開催について】 

 農産物・海産物の直売 

 農産物を活用したイベント、軽トラ市 

 若い農業者が主体となって販売会とか 

 農家への声かけ等、キーマンが必要 

 月 1 回、週 1 回などの軽トラ荷台で野菜販売会 無人販売もプラスしても良い 

 旧公民館跡地を利用したイベント（フリーマーケット等）をする 

 フリーマーケット（月１回） 

 池原公園で老若男女グランドゴルフ大会 

 十五夜フェス ＠池原農村公園 100 人以上は集まった、青年会が中心 

 小学校の各部活による資金造成（フリーマーケット、飲食、ゲーム etc.） 

 住民がワクワクしてまた行きたいという気持ちにさせる。お菓子や食べ物の提供 

 インフルエンサーを呼ぶ 

 伝統芸能のパレード 

 上地海岸の花いっぱい活動、地域づくり協議会が中心 

 子供達とお年寄りのスマホ教室 

【既存のイベントを活性化】 

 サニツ浜カーニバルをパワーアップ 

 体育協会行事を頑張る 

 小・中学校の部活動が盛ん 応援 

 子ども会活動 

【その他】 

 若者が定住できるような取り組み 

 地域支援型農業の普及 
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③ 下地地区における既存公共施設一覧 

表 ３-3 既存公共施設一覧① 

 種別 施設名 

① 
庁舎・公民館・ 

図書館・保健センター 
下地庁舎 

② 
庁舎・公民館・ 

図書館・保健センター 
下地保健福祉センター 

③ 社会教育系施設 与那覇区コミュニティセンター 

④ 社会教育系施設 嘉手苅区コミュニティセンター 

⑤ 社会教育系施設 高千穂区コミュニティセンター 

⑥ 社会教育系施設 洲鎌区コミュニティセンター 

⑦ 社会教育系施設 来間島離島振興総合センター 

⑧ 社会教育系施設 下地農村環境改善センター 

⑨ スポーツ系施設 下地勤労者体育センター 

⑩ スポーツ系施設 下地室内運動場 

⑪ 産業系施設（産業施設） 
下地農畜産物加工施設(アロエ) 

 (宮古島市農畜産物処理加工施設) 

⑫ 産業系施設（観光施設） エコアイランド宮古島 PR 館施設 

⑬ 産業系施設（観光施設） 
ヤーバルやすらぎの森 

(木製遊具・東屋含む) 

⑭ 産業系施設（観光施設） 宮古島市ふれあいの前浜海浜広場 

⑮ 産業系施設（観光施設） サニツ浜ふれあい広場 

⑯ 産業系施設（観光施設） 来間地区展望台・遊歩道公園 

⑰ 子育て支援施設 下地こども園 

⑱ 子育て支援施設 下地児童館 

⑲ 公園 長崎遊歩道公園 

⑳ 公園 来間東地区農村公園 

㉑ 公園 来間地区遊歩道公園 

㉒ 公園 前浜地区農村公園 

㉓ 公園 下地公園 

㉔ 公園 与那覇児童公園 

㉕ 公園 来間西地区農村公園 

㉖ 公園 池原農村公園 

㉗ 公園 崎田緑地公園 

㉘ 公園 川満北公園 



 

34 

 

表 ３-4 既存公共施設一覧② 

 種別 施設名 

㉙ 公園 ツノジ児童公園 

㉚ 小学校 下地小学校 

㉛ 小学校 来間小学校 

㉜ 中学校 下地中学校 

 

 

図 ３-4 既存ストックとしての公共施設の例（下地地区） 

 

（備考）庁舎・公民館・図書館・保健センターを茶色、社会教育系施設を黄色、 

スポーツ系施設を青、産業系施設をオレンジ、子育て支援施設をピンク、 

公園を緑、小学校及び中学校を赤で示す。 
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■２－2：上野地区 

（1） 事前ヒアリングで意見が挙がった施設 

 旧上野庁舎 

・上野村時代から役場として地域住民の生活に深く関わっていた施設。まだまだ使える施設な

ので活用していきたい。 

・現在、市の産業振興局を中心として地産地消の取り組みが行われているので、賑わい事業の

取り組みと合わせることで、さらに良い取り組みができるのではないか。 

・屋外でも、駐車場やある程度のスペースを有する広場もあるので、賑わいをつくる場所とし

て向いていると思う。 

 上野南保育所跡地 

・ある程度の広さのスペースがあるので何かに活用できると思う。 

 

 

 

 

 

 

  

参考：拠点候補位置

旧上野庁舎 

上野南保育所跡地 
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（2） ワークショップの実施 

同地区の住民を対象としたワークショップを実施し、事前ヒアリングで絞り込んだ拠点施設候補

についての意見を頂いた。多くの意見が挙がった施設、及び取組についての結果は下記のように

なった。 

 

 

（3） 住民意見を取りまとめた賑わい創出拠点施設及び取り組みの方向性 

住民意見を取りまとめた賑わい創出拠点施設及び取り組みの方向性 

    ワークショップで頂いた意見を基に、上野地区における拠点施設及び取組の方向性を下記の

とおりとりまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、賑わい創出の拠点施設について 

■旧上野庁舎 
 上野村時代から役場として地域住民の生活に深く関わっていた施設。まだまだ使える施設な

ので活用していきたい。 

 現在、市の産業振興局を中心として地産地消の取り組みが行われているので、賑わい事業の

取り組みと合わせることで、さらに良い取り組みができるのではないか。 

 屋外でも、駐車場やある程度のスペースを有する広場もあるので、賑わいをつくる場所として

向いていると思う。 

 

２．賑わい創出の取組について 

 定期的なイベントを開催することで人が集まりやすくなる。 

 朝市、農産物販売、キッチンカー、フリーマーケットからだと取り組み易い。 

 地元農産物を利用した飲食店があると立ち寄る機会が増える。 

 加工品の新作発表イベントや博愛をテーマにした加工品などがあると良いのではないか。 

 フリーマーケット等と併せて、部活動の資金造成の機会を設け子育て支援ができないか。 

 自由に座ることができる椅子やテーブルがあると日常的な交流を持ちやすい。 

■旧上野庁舎 

・地産地消振興センターでの取り組みと連携した賑わいづくり 
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（4） 賑わい創出拠点の決定 

ワークショップ・ヒアリング等の結果等を踏まえ、上野地区の賑わい拠点については以下のとおり

選定し、庁内の検討委員会で議論された後、承認された。 

 

【上野地区における賑わい拠点施設】 

旧上野庁舎 

 

 

 【選定理由】 
①現在、市として取り組んでいる地産地消の促進と、賑わいの創出取組を連携させることで、より

効果的な地域振興が期待できる。 

②活用に関する意見の多かった施設である。 

③産業振興局により地域との意見交換も踏まえた施設として活用予定である。 

④基本構想で定めた基本方針に合致している（表 4）。 

 

表 ３-5 基本構想て定めた 5 つの方針との整合 

 基本的な考え方 基本計画での考え方 

① 
交流しやすい場所であるこ

と 

地域の中心としてなじみのある施設であり、国道沿いの

わかりやすい場所にあるため、交流しやすい場所である。 

② 
地域の資源や既存ストック

を活かしたものであること 

旧上野庁舎の再整備と合わせて、賑わい拠点としての活

用のため、既存ストックを活かしたものである。 

③ 
官民が連携した取り組みで

あること 

産業振興センターとの協同した取り組みを予定しており、

官民が連携した取組である。 

④ 

旧町村地域全体に効果が

波及する取り組みであるこ

と 

地域の方々が立ち寄り易い施設整備とすることで、地域

の方々の交流の機会を創出し、旧町村全体に効果が波及

する取組である。 

⑤ 

定住しやすい環境づくりに

繋がる取り組みであること 

地域の中心的な位置づけの旧庁舎を地産地消を振興す

施設としての再整備することに加え、隣接地では定住促

進住宅に関するサウンディング実施しており、定住しやす

い環境づくりに繋がる取り組みである。 

【検討委員会で挙がった主な意見】 

 産業振興課での取り組みとの整合性を取りながら進めていく必要がある。 
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（5） 賑わい創出拠点における取り組みの内容 

   これまでの経緯を踏まえ、今後の取組を以下の通り推進していく。 

 

【上野地区における賑わい創出拠点位置図】 

                 

      

【1】旧上野庁舎 

施設名 旧上野庁舎 施設外観 

所在地 上野字上野 395-1 

 

整備年度 1985 年度（S60 年度） 

延べ床面積 2,416 ㎡ 

運営時間 8：30～17：15 

休所（館）日 土日祝 

活用計画の有無 有り 

運営形態 直営（賃貸予定） 

活用状況 

市地産地消振興センター整備事業と

して事業が進行中。 
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【2】その他：賑わい創出のための活動の継続のための取り組み 

 

 

 

 

 
 

  

■取組の基本方針 

 地産地消振興センターと地域住民とが連携した賑わいづくり 

■取組内容 

 入居事業者と連携したイベント等の開催やイベントと連携した部活動の資金造成などの子育

て支援の取り組み。 

 朝市、農産物販売、キッチンカー、フリーマーケット等の物販イベント。 

 施設前面の広場等、フリースペースでの日常的な交流。 

■市としての支援 

 地産地消振興センターの入居事業者と地域住民をつなげる取組【担当課：産業振興課】 

 庁舎前面のスペースの整備【担当課：産業振興課】 

■取組の基本方針 
 賑わい創出の取り組みを推進するための地域おこし協力隊の活用 

■取組内容 

 地域が求める人物像について、地域↔行政の調整・意見交換等 

 赴任後の同協力隊員の住居等の支援 

■市としての支援 

 地域おこし協力隊の導入による賑わいの取り組みを推進する人材の支援 

【担当：企画調整課、地域振興課】 
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（6） 資料編 

 

① 上野地区住民へのヒアリング・ワークショップ実施日と協力者等 

 

 実施日 協力者等 

ヒアリング 

令和 6 年 6 月 11 日 上野地域づくり協議会 

令和 6 年 7 月 上野小学校 PTA 会長 

令和 6 年 7 月 上野中学校 PTA 会長 

ワークショップ 令和 6 年 8 月 6 日 
場所：上野公民館 

参加人数：10 名 

地域説明会 令和 7 年 2 月 10 日 
場所：旧上野庁舎会議室 

参加人数：7 人名 

 

② ワークショップの結果 

 

■賑わいのイメージ 

 人が集まって楽しむ場所 

 子供達が集まる（アスレチック、遊具等） 

 観光客も含め、地元の人が気軽に集まれる場所、直売所など 

 子どもがたくさん遊んでいるところ 

 子ども・子育て世代が定期的に寄るところ 

 年寄りが集まりたくなるところ 

 人と人の交流が自然に生まれるところ 

 老若男女が訪れやすい場所 

 物産販売、公共施設、郵便局、支所等の建設 

 青年会事務所、老人会事務所、地域づくり事務所の設置 

 地域住民が足を頻繁に運ぶところ 

 フラッとでも立ち寄るところ 

 地元の住民が好きになれるところ 

 若者だけの視点だけではなく、高齢者の視点も 

 

■賑わい創出のための取り組み 

【イベント】 

 定期的なイベント開催、週末の午前中、朝市＆農産物販売、キッチンカー市 

 イベント開催、地元の方、観光客交流 

 加工品の新作発表イベント 

 フリーマーケット 

 部活動の資金造成 

 夏休み期間とか水遊びイベント 
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【産業】 

 庁舎周辺での無人販売横丁 

 地元農産物を活用した飲食ができるような場所 

 若者や年配者が自由に商売できるスペース 

 地元の農家さんなどが直接販売する、観光客などとの交流、地物農水産物の活用 

 買い物ができる（日用品・食品） 

 施設入居者と地元事業者、農家さんとの合同イベント（産業まつり的な） 

 農業資材店の設置 

 地元の若者や年配者に出店スペースを出してほしい 

 

【観光】 

 自由に座れるイスとテーブル 

 人が集まれる場所 

 観光客が喜ぶ飲食の提供 

 道の駅として 

 常に何か BGM 流れている 

 南国のイメージ、ヤシの木 

 テーブルには観光客と地元の人 

 博愛のカギ、観光客が買ってフェンスにかける 

 博愛をテーマにしたおみやげ 

【こども】 

 アイスクリーム、遊んだ後食べる用 

 子ども達が遊べる場所 

 子供達の行きたくなる公園、遊具 

 開放的なスペース 

 休日のランチ、そばなど。 

 子供の集まる場所 

 長期休暇・休日などに子育て世帯の方たちが集まれるイベント・スペースなど 

 文房具店 

 写真をはるスペース 

 子供達の部活動等の活動で利用でききれば（物販など） 

 夏休みのきもだめし、宿泊キャンプ 

【飲食】 

 農産物を利用した食事処 

 地域の農産物販売 

 雑貨屋、天ぷら屋、博愛てんぷら 

 BBQ ができる広場（外）スペース 
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【その他（生活）】 

 農産物の朝市・夕市、飲食スペース 

 災害時の避難所として活用できるスペース 

 屋外に雨等をしのぐ屋根 

 魚の水槽 

 車の出入口の拡張 

 駐車場の拡張 

 上野の歴史、ベルリンの壁 

 マッサージ店 

 ばえるオブジェ 

 居酒屋、居酒屋横丁 

 コインランドリー 

 キッズ用プレイルーム 

 屋外シアター 

 大型モニタースライド写真 

 農産物を利用した料理教室があれば参加したい 

 週 1 回とか期間限定でのイベント 

 部落の集まりが強いと思う。部落とのつながりが大事 

 高齢者の集まれる企画 

 各集落に子供育成金 

 子供育成会 

 高齢者の視点も大切 

 食生活改善グループ 

 駐車場スペースを広く取る為、植木・花を撤去する 

 駐車場の拡大→軽トラ市等も可能 

 多目的スペース 

 定期的、肉フェス、農産物格安大会 

 無料の試食会からの販売 

 託児所 

 波の上キッズランドのような施設（トランポリン、おままごと） 

 月に 1 回キッチンカー、集まってイベントは宮古ではまだない 

 社会教育スペース 

 飲食ブース、屋台村的に若い人から年寄りまで 

 地域住民が多く集まる時間帯は夕方が多くなると思われるので、夕方市を週 1（土曜

日）で始めてみてはどうでしょうか 

 お酒を飲めるところ 

 人が活き活き働いているところ 

 ファーマーズマーケット→地域の方の手づくり野菜等の販売、海産物等 
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③ 上野地区における既存公共施設一覧 

 

表 ３-6 既存公共施設一覧 

 種別 施設名称 

① 
庁舎・公民館・図書館・保健セ

ンター 
上野庁舎 

② 
庁舎・公民館・図書館・保健セ

ンター 
上野公民館（農村環境改善センター） 

③ スポーツ系施設 上野体育館 

④ スポーツ系施設 上野陸上競技場 

⑤ 産業系施設（産業施設） 農産物加工施設（マンゴー） 

⑥ 産業系施設（産業施設） ツマグロゼミ増殖施設 

⑦ 産業系施設（産業施設） 上野村農業資料館 

⑧ 産業系施設（産業施設） 

トロピカルフルーツパーク（ストックヤード・管理機械格

納庫・東屋トイレ・生産物直売施設・農林水産物直売施

設） 

⑨ 産業系施設（観光施設） うえのドイツ文化村 

⑩ 産業系施設（観光施設） 宮古島市伝統工芸品センター 

⑪ 子育て支援施設 上野こども園 

⑫ 子育て支援施設 上野児童館 

⑬ 保健医療福祉施設 上野保健センター 

⑭ 保健医療福祉施設 下地・上野地域密着化型介護事業所たかまや 

⑮ 保健医療福祉施設 下地・上野唐人福祉センター 

⑯ その他・処理施設等 宮古島市資源リサイクルセンター 

⑰ 公園 ぶんみゃー前公園 

⑱ 公園 大嶽城址公園 

⑲ 公園 野原コミュニティ公園 

⑳ 小学校 上野小学校 

㉑ 中学校 上野中学校 
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図 ３-5 既存ストックとしての公共施設の例（上野地区） 

（備考）庁舎・公民館・図書館・保健センター を茶色、スポーツ系施設を青、産業系施設をオレンジ、 

子育て支援施設 をピンク、保健医療福祉施設を紫、その他・処理施設等を灰色、公園を緑、 

学校を赤で示す。 
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■２－3：城辺地区 

（1） 事前ヒアリングで意見が挙がった施設 

 城辺公民館（改善センター） 

・現在も様々なイベントが実施されているので、住民にとっては利用しやすい。 

 世代間交流複合施設 

・城辺地区の新しい交流の場として期待しているので、もっと地域住民の利用を促進していけ

たら良いと思う。 

 城辺陸上競技場 

・ウォーキングしている人達を対象としスポーツイベントができると思う。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：拠点候補位置
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（2） ワークショップの実施 

  同地区の住民を対象としたワークショップを実施し、事前ヒアリングで絞り込んだ拠点施設候補に

ついての意見を頂いた。多くの意見が挙がった施設、及び取組についての結果は下記のようになっ

た。 

 

（3） 住民意見を取りまとめた賑わい創出拠点施設及び取り組みの方向 

  ワークショップで頂いた意見を基に、城辺地区における拠点施設及び取組の方向性を下記のとお

りとりまとめた。 

 

 
  

１、賑わい創出の拠点施設について 

■世代間交流施設 
 地域の高齢者も一定程度利用してくれており、利用者がさらに増え地域の居場所としてもっと

浸透すると良い。 

 城辺地区内の部落の年配者が同施設で子ども達と食事会をしているので、多世代の交流とい

う点で賑わいを作れるのではないか。 

 賑わい創出の取り組みと連携することで、さらに地域振興に資することができるのではない

か。 

■城辺公民館（改善センター） 
 城辺で何かイベントをやるとなるとイメージするのは城辺公民館（改善センター）である。 

 地域のイベントとして城辺ふれあい祭りを実施している等、ある程度のスペースが確保できる

ため、様々な取組ができるのではないか。 

２．賑わい創出の取組について 

 城辺地域らしさを大事にしたい。 

 世代間交流複合施設がどのような施設かをわかっていない住民も多くいるので、活動を周知・

広報して地域住民が親しめるような施設にすると良いと思う。 

 毎年実施している地域行事等のイベントの内容がマンネリ化をしているので何とかしたい。 

 大人も子どもも楽しめるお祭りなどのイベントがあると賑やか。 

 世代間交流施設で子ども達も大人も一緒に考える場をつくりたい。 

 昔の遊び大会、方言講座など地域の歴史を今と昔をつなげる取り組みをすると面白い。 

 自治会で実施している日曜市を拡大して地域全体でやってみる。 

 移動販売やフリーマーケット等の物販イベントで賑わいを作る。 

■世代間交流複合施設 

・日常的な多世代間交流の活動をとおした賑わいづくり 

■城辺公民館 

・城辺ふれあい祭等の現在実施しているイベントを充実させることでの賑わいづくり 

・新たなイベント等の取組をみんなで作っていく賑わいづくり 
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（4） 賑わい創出拠点施設の決定 

ワークショップ・ヒアリング等の結果等を踏まえ、城辺地区の賑わい拠点については以下のとおり

選定し、庁内の検討委員会で議論された後、承認された。 

 
【城辺地区における拠点施設】 

 
 

 【選定理由】 
①地域のイメージである各種イベントの開催や多世代での交流が可能である。 
②活用に関する意見が最も多かった施設である 
③世代間交流施設と公民館での取組を連携させることで、より幅広い取組が可能となる。 
④基本構想で定めた基本方針に合致している（図４） 
     

表 ３-7 基本構想で定めた 5 つの方針との整合 

 基本的な考え方 基本計画での考え方 

① 
交流しやすい場所であること 両施設とも国道に面しており、アクセス面が良く、交流しやすい

場所である。 

② 地域の資源や既存ストックを

活かしたものであること 
城辺公民館、世代間交流複合施設は共に市が有する施設であ

り、既存ストックを活かしたものである。 

③ 
官民が連携した取り組みであ

ること 
地域住民と地域づくり協議会及び市が連携しながらの取組で

ある。 

④ 
旧町村地域全体に効果が波及

する取り組みであること 
両施設とも各部落の地域の方々が集まれる施設であるため、地

域間の連携が図りやすい。 

⑤ 
定住しやすい環境づくりに繋

がる取り組みであること 
現在子育て支援施設・世代間交流施設として活用されており、

多世代交流、地域間交流がさらに充実することで定住しやすい

環境づくりに繋がる。 
 

【検討委員会で挙がった主な意見】 

 城辺地区は校区がいくつかあり、集落も点在していることから、そういった地域の実情も考慮し

て、今後の取組を進めるにあたっては柔軟に対応な対応も検討していく必要がある。 
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（5） 賑わい創出拠点における取り組みの内容 

  これまでの経緯を踏まえ、今後の取組を以下の通り推進していく。 

 

【城辺地区における賑わい創出拠点位置図】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１】城辺世代間交流複合施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■取組の基本方針 

 世代間交流施設での日常の交流による賑わい創出の取組 

■取組内容 

 施設の見学ツアー等、施設を利用しやすい取り組みの実施 

 キッチンスペースを活用した地域の方々と子どもたちとの食育交流活動の拡大 

 昔遊び体験を通した多世代間交流 

■市としての支援 

 指定管理者と連携した施設見学ツアーの支援、広報誌等を活用した施設利用方法や施設イ

ベント等の周知【担当：子育て支援課】 
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【２】城辺公民館 

 

  

 
【2】その他：賑わい創出のための活動の継続のための取組 

 

 

 

■取組の基本方針① 
 城辺ふれあい祭等の現在実施しているイベントを充実させることでの賑わいづくり 

 ■取組内容 

 実施主体と連携し、イベント内容の見直し 

 地域住民が楽しめる新たなプログラムの開発 

 ■市としての支援 

 取組内容に合わせた施設の改修・備品整備等の拡充の検討【担当：公民館】 

 城辺トレーニングセンター解体等【担当：生涯学習振興課】 

■取組の基本方針② 
 新たなイベント等の取組をみんなで作っていく賑わいづくり 

 ■取組内容 

 日曜市など地元の農産物を使った直売イベント 

 移動販売やフリーマーケット等の物販イベント 

 ■市としての支援 

 （再掲）取組内容に合わせた施設の改修・備品整備等の拡充の検討【担当：公民館】 

 （再掲）城辺トレーニングセンター解体等【担当：生涯学習振興課】 

■取組の基本方針 
 賑わい創出の取り組みを推進するための地域おこし協力隊の活用 

■取組内容 

 地域が求める人物像について、地域↔行政の調整・意見交換等 

 赴任後の同協力隊員の住居等の支援 

 ■市としての支援 

 地域おこし協力隊の導入による賑わいの取り組みを推進する人材の支援 

【担当：企画調整課、地域振興課】 
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（6） 資料編 

 

① 城辺地区住民へのヒアリング・ワークショップ実施日と協力者等 

 

 実施日 協力者等 

ヒアリング 

令和６年 6 月 17 日  城辺地域づくり協議会 

令和６年 7 月 5 日 城辺世代間交流複合施設  

令和６年 8 月 22 日 城辺地区事業者 

ワークショップ 令和６年 9 月 29 日 
場所：城辺公民館（改善センター） 

参加人数：12 名 

地域説明会 令和 7 年 2 月 12 日 
場所：城辺公民館（改善センター） 

参加人数：14 名 

 

② 城辺地区ヒアリング・意見等一覧 

 

■賑わいのイメージ 

 【イベント】 
 人が集まる 
 イベントお祭り／「食」が人を惹きつける 
 自治会の元気のある所は賑わいがあると思われる 
 ひとと、ひとの集まりの場が賑わいと思われる 
 子ども達と一緒のイベント等 

 
【地元つながり】 

 もあい 
 カラオケ大会を開催して、遊ぶこと 
 多くの人が集まり、一つの目標に取り組む 
 井戸端会議 

 
【子ども、若い世代】 

 遊具での遊び場 
 子どもがいるとにぎやかになる 
 若い方が住みやすい環境づくり 
 夏休みのラジオ体操 
 全ての人（子も大人も）／いろんな世代がいる 
 主体的、共に取り組む 
 取り組みをつなげることでサポーター（理解者）が増えていく 
 アイデンティティ（誇り）を大切にしたい 
 伝統行事が盛大に行われ、ニュースにもなる 
 各地域の伝統芸能の活用 
 地域の自然や文化などをめぐる人が楽しむ人が多い 
 芸の披露、発表会 
 城辺地域に通う 
 お祝いでたくさんの人が家を出入りする 
 ラジオの音、音楽が聞こえる町の中 
 ウォーキングや犬の散歩などで行き交う人があいさつをする 
 ウォーキングをしている人が目につく 
 大人が集まって”日中“に談笑している 
 休息（リラックス、癒し）／何もしない 
 星空（空）観察 
 鮮魚の販売 
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 野外でバーベキューか外での食事を行っている 
 グランドゴルフ大会が頻繁に行われている 
 宮古島を通じたふれ合いで人が多く動く 
 子ども達の交流（他自治会との） 
 昔話や未来話を集まってする 
 昔の遊びを現代版にアレンジ 
 他の地域から人が来ていろんなイベントをやっている 
 皆が楽しそうにしている 
 いろんなお店がそろっている 
 働く場所がたくさんある 
 人がたくさんいる（住んでいる人がたくさんいる） 
 おいしいお菓子が売ってそう 

 

■賑わい創出のための取組 

 【すでにやっているイベント】 
 城辺ふれあい祭り 
 獅子舞など自治会の伝統行事 
 自治会公民館でのカラオケ大会 
 子どもだけのカラオケの日もある 
 各自治会でのイベント、年間行事は結構やっている 

 
【イベント拡大】 

 日曜市（野菜だけでなくキッチンカー等を置く）増やす 
 保良の日曜市→拡大版を城辺公民館（改善センター）でやる 
 観月会、忘年会、新年会を開催する 

 
【自治会間をまとめる実行組織】 

 自治会同士のつながり（まとめ役） 
 取り組みをする組織が必要 

 
【子どもを集めるイベント】 

 子ども達も一緒に考える。世代館交流施設で話し合う 
 世代館施設を見に行くツアー 

（学校の協力） 
 夏休み合同ラジオ体操 

 
【若い世代定着】 

 アパートなど若い世代が住める家 
 IT インフラインターネットが使える建物、アパート 
 空き家の活用 
 定住できるアパート等をつくる 

 
【経済性】 

 資金調達 
 まつり等開催するには資金の捻出 
 昔の遊び大会（例）ギッチャ、サムイ、手作り○○○ 
 方言講座 
 肉まつり 
 ご当地食の彩（地元と混在） 
 今と昔写真展 
 雑談会 
 子ども会議／大人会議／専門者会議 
 ウォーキング道の管理とウォーキングポイント制 
 毎日 17～19 時にウォーキングタイム 音楽も流れている 
 イベントカレンダーを作って、沿ってフラッシュモブ的に 
 鮮魚などの移動販売の日を決めてイベントカレンダーを作る 
 伝統芸能村（週替わり） 
 昔遊びなどの現代版アレンジ 
 あやんつ城辺版の共有 
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 観察会歴史めぐりできる人育成 
 世代間交流（昔話、昔の遊び） 
 世代間交流 昔の悪ガキバクロ大会 
 使用されていない農村公園の活用（グランドゴルフ、バーベキュー、子供の交流） 
 宮古馬交流会 かつて馬を扱っていた人の情報、技術伝承 
 他の地域から人を呼んでイベントをする３on３等のイベント 
 フリーマーケット 
 カラオケできるところ 
 ナイトムービー 
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③ 城辺地区地区における既存公共施設一覧 

 

表 ３-8 城辺地区の既存公共施設一覧① 

 種別 施設名称 

① 
庁舎・公民館・図書館・保健セ

ンター 
城辺庁舎 

② 
庁舎・公民館・図書館・保健セ

ンター 
城辺公民館（農村環境改善センター） 

③ 
庁舎・公民館・図書館・保健セ

ンター 
城辺図書館 

④ 社会教育系施設 吉田地区農業活動拠点施設 

⑤ 社会教育系施設 西東地区農業活動拠点施設 

⑥ スポーツ系施設 城辺トレーニングセンター 

⑦ スポーツ系施設 城辺陸上競技場 

⑧ 産業系施設（産業施設） IT 産業センター（城辺庁舎） 

⑨ 産業系施設（産業施設） 特産品開発研修センター 

⑩ 産業系施設（産業施設） 多目的福祉施設（文化財資料室）（旧城辺保健センター） 

⑪ 産業系施設（産業施設） 育苗センター（城辺）事務所・育苗ハウス 

⑫ 産業系施設（産業施設） 森林空間活用施設 

⑬ 産業系施設（産業施設） 稚蚕センター（かぎすま宮古）（武蔵野免疫研究所） 

⑭ 産業系施設（産業施設） 家畜計量所（倉庫として使用） 

⑮ 産業系施設（産業施設） 肉用牛センター 

⑯ 産業系施設（産業施設） 畜産品評会場（城辺競技場横倉庫） 

⑰ 産業系施設（観光施設） メガソーラー展望台施設 

⑱ 産業系施設（観光施設） 郊外型エコハウス施設 

⑲ 産業系施設（観光施設） 宮古島海宝館 

⑳ 産業系施設（観光施設） 宮古島市吉野海岸利便施設 

㉑ 産業系施設（観光施設） 宮古島市保良泉ビーチ施設 

㉒ 産業系施設（観光施設） 地下ダム資料館 

㉓ 子育て支援施設 西城保育所 

㉔ 子育て支援施設 福里保育所※市営住宅併設 

㉕ 子育て支援施設 城辺幼稚園 

㉖ 子育て支援施設 西城幼稚園 

㉗ 子育て支援施設 福嶺幼稚園 

㉘ 保健医療福祉施設 城辺地域密着型介護事業所きゃーぎ 

㉙ 保健医療福祉施設 福嶺地域密着型介護事業所ぷくんみ 

㉚ 保健医療福祉施設 城辺社会福祉センター 

㉛ 公園 皆福農村公園（地下ダム資料館） 

㉜ 公園 皆福農村公園（水辺） 

㉝ 公園 友利イムギャー公園 

㉞ 公園 福西農村公園 

㉟   公園 城辺総合公園 

㊱ 公園 福里公園 
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表 ３-9 城辺地区の既存公共施設一覧② 

 種別 施設名称 

㊲ 公園 東平安名崎公園 

㊳ 小学校 西城小学校 

㊴ 小学校 城辺小学校 

㊵ 小学校 福嶺小学校 

㊶ 小学校 砂川小学校 

㊷ 中学校 西城中学校 

㊸ 中学校 城辺中学校 

㊹ 中学校 福嶺中学校 

㊺ 中学校 砂川中学校 

 

 

 

 

図 ３-6 既存ストックとしての公共施設例（城辺地区） 

（備考）庁舎・公民館・図書館・保健センター を茶色、スポーツ系施設を青、産業系施設をオレンジ、 

子育て支援施設 をピンク、保健医療福祉施設を紫、その他・処理施設等を灰色、公園を緑、 

学校を赤で示す。 
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■２－４：伊良部地区 

 

（1） 事前ヒアリングで意見が挙がった施設 

 伊良部中学校 

・伊良部商工会青年部を中心に、伊良部中学校の利活用についての議論が行われており、自治

会との調整も行われている。 

・グラウンドを活用した地域の祭りも実施されており、賑わいづくりのとして地域からの関心も

高い施設である。 

 

 

 

  

伊良部中学校 

参考：拠点候補位置
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（2） ワークショップの実施 

同地区の住民を対象としたワークショップを実施し、事前ヒアリングで絞り込んだ拠点施設候補

についての意見を頂いた。多くの意見が挙がった施設、及び取組についての結果は下記のように

なった。 

 

 

（3） 住民意見を取りまとめた賑わい創出拠点施設及び取り組みの方向性 

ワークショップで頂いた意見を基に、伊良部地区における拠点施設及び取組の方向性を下記の

とおりとりまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、賑わい創出の拠点施設について 

■伊良部中学校 
 地域住民になじみのある施設であり、利活用についても以前から声が上がっている施設であ

る。 

 グラウンドも広く、建物の活用も考えられる。 

 地域の祭りも開催されており、賑わい創出拠点として継続的に利用することができれば、より

地域振興に資することができる。 

２．賑わい創出の取組について 

 学校跡地を使った体験宿泊施設を運営し、人を呼び込んで賑わいに繋げたい。 

 廃校になった跡地を使って、スポーツイベントや BBQ などを組み合わせて実施し、交流の場を

生み出したい。 

 日用品の買い物ができる商店などがあるとよい。 

 フリーマーケット（週末市など）比較的早い段階で取り組める。 

 事業者を巻き込んだ企画イベントの開催（出店フェスなど）は、国仲祭り開催の実績があり、あ

る程度のノウハウの共有ができるため比較的取り組み易い。 

 教室を事業者にテナント貸し。（カフェ・ヘルパーステーション・商店・屋台村・映画館・スタジオ）

などは、伊良部商工会青年部を中心に主体的取組が期待できる。 

■旧伊良部中学校 

・旧伊良部中学校跡地を利活用した賑わいづくり 
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（4） 賑わい創出拠点の決定 

ワークショップ・ヒアリング等の結果等を踏まえ、伊良部地区の賑わい拠点については以下のと

おり選定し、庁内の検討委員会で議論された後、承認された。 

 

 【伊良部地区における拠点施設】 

旧伊良部中学校 

 

  

【選定理由】 

①地域からの活用に関する要望が最も強く、地域の団体（伊良部商工会青年部）も実際に活用に向け 

た行動を起こしている。 

②活動主体が明確であり、自治会等とも意見交換を行って地域の意見としてまとまっている。 

③基本構想で定めた基本方針に合致している（表 4） 

 

表 ３-10 基本構想で定めた５つの方針との整合 

 基本的な考え方 基本計画での考え方 

① 
交流しやすい場所であること 地域になじみの深い中学校の活用であり、地域の祭りの

開催も行っており、交流しやすい場所である。 

② 
地域の資源や既存ストックを

活かしたものであること 

地域の大切な資源である廃校となった中学校を活用する

ため、既存ストックを活かしたものである 

③ 
官民が連携した取り組みであ

ること 

利活用に向けては、自治会や商工会と行政がが連携して

取り組んでいくため、官民が連携した取組である。 

④ 
旧町村地域全体に効果が波及

する取り組みであること 

廃校利活用の先進事例となり、廃校がある他の旧町村地

域に効果が波及する取組である。 

⑤ 
定住しやすい環境づくりに繋

がる取り組みであること 

学習支援や子育て支援環境を向上させることで、定住し

やすい環境づくりに繋がる取組である。 
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（5） 賑わい創出拠点における取り組みの内容 

これまでの経緯を踏まえ、今後の取組を以下の通り推進していく。 

 

  【伊良部地区における賑わい創出拠点位置図】 

 

 

【１】伊良部中学校 

施設名 旧伊良部中学校 施設外観 

所在地 伊良部字国仲 418 

 

整備年度 1983 年度（S58 年度） 

延べ床面積 30,659 ㎡ 

運営時間 閉鎖 

休所（館）日 閉鎖 

活用計画の有無 無し 

活用状況 ・廃校のため、通常は閉鎖し

て利用できない。 

・運動場等のスポット的な活

用は行われている。 

 

  

伊良部中学校 
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【2】その他：賑わい創出のための活動の継続のための取り組み 

 

 

  

■取組の基本方針 
 旧伊良部中学校を活用した賑わい創出の取組 

■取組内容 

 利活用に向けた事業計画の作成 

 事業者を巻き込んだ企画イベントの開催（出店フェス等） 

 フリーマーケット（週末市）などの実施 

 ■市としての支援 

 廃校利活用に向けた所手続きの推進【担当：教育総務課】 

（個人有地の整理・事業者選定委員会の開催等） 

 

■取組の基本方針 
 賑わい創出の取り組みを推進するための地域おこし協力隊の活用 

■取組内容 

 地域が求める人物像について、地域↔行政の調整・意見交換等 

 赴任後の同協力隊員の住居等の支援 

 ■市としての支援 

 地域おこし協力隊の導入による賑わいの取り組みを推進する人材の支援 

【担当：企画調整課、地域振興課】 
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 資料編 

 

① 伊良部地区住民へのヒアリング・ワークショップ実施日と協力者等 

 

 実施日 協力者等 

ヒアリング 

令和 6 年 6 月 伊良部地域づくり協議会 

令和 6 年 7 月 伊良部商工会関係者 

令和 6 年８月 伊良部商工会青年部 

令和 6 年８月 伊良部漁協 

令和 6 年 10 月 伊良部商工会青年部 

ワークショップ 
令和 6 年１２月 4 日 場所：伊良部公民館 

参加人数：14 名 

地域説明会 
令和 7 年 2 月 4 日 場所：伊良部公民館 

参加人数：10 名 

 

 

② ワークショップ結果 

 

■地域の賑わいのイメージ 

 集会所などコミュニティの中心になる場所 

 子供達の学習施設や子育て支援施設 

 自治会の夏祭りや秋祭り 

 地域外の人も集まるイベント 

 子どもが自由に遊べる場所 

 住民の希望を皆で協力して叶える場所 

 プールや運動施設として健康増進につながる広場 

 親と子が楽しく遊べる場所 

 

■賑わい創出のための取り組み 

【廃校活用】 

 学校跡地を使った体験宿泊施設 

 専門学校を開校（漫画家育成等） 

 廃校になった跡地を使って、スポーツイベントや BBQ などを組合わせて 

 日用品の買い物ができる商店 

 フリーマーケット（週末市など） 

 職業訓練やリクルート、求人の場とすることで人口の流出を防ぐ 

 教室を事業者にテナント貸し 

 カフェ・ヘルパーステーション・商店・屋台村・映画館・スタジオ・祭り 

【新設】 
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 多世代交流施設や子どもの一時預かりの施設 

 お土産が買えたり飲食ができるアーケード街 

 

【イベント】 

 各事業者を巻き込んだ企画イベント 

 宮古島市の花を利用して行政と市民によるブーゲンビリア祭り 

 音楽のイベント誘致 

 出店フェスなど 

 クイチャーも良い 

 盆踊りなど皆が参加しやすいイベント 

 観光客の誘致にもつながる 

 

【発信】 

 イベント実施時の SNS 情報を発信し地域外から人を呼び込む 

 自然を活かしたイベントをして①下地島と宮古島との入江にこいのぼり ②渡口の浜で

ビーチバレー ③南区 5 自治会協同と商工会その他の団体の連携 

 行政と民間のタッグ 

 新しいコミュニティの創出 

 新しい伝統を作る、新時代の若者の主体性 

 伊良部島の特産品（ブランド）を創る 

 

【経済性】 

 交流には場所の整備が必要 

 イベント お金が必要 市が援助 寄付（個人） 

 運営費の確保 リーダーや主となる方を呼び込む 
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③ 伊良部地区における既存公共施設一覧 

 

表 ３-11 伊良部地区の既存公共施設一覧① 

 種別 施設名称 

① 
庁舎・公民館・図書館・保健セ

ンター 
佐良浜出張所 

② 
庁舎・公民館・図書館・保健セ

ンター 
伊良部公民館 

③ 社会教育系施設 女性若者等交流促進施設 

④ 社会教育系施設 前里添多目的共同利用施設集会所 

⑤ 社会教育系施設 長浜多目的共同利用施設 

⑥ 社会教育系施設 東地区構造改善センター 

⑦ スポーツ系施設 伊良部カントリーパーク 

⑧ 産業系施設（産業施設） 漁業経営近代化施設 

⑨ 産業系施設（産業施設） 水産加工施設 

⑩ 産業系施設（産業施設） 中間育成施設 

⑪ 産業系施設（産業施設） 宮古島市総合交流ターミナル（てぃだの郷） 

⑫ 産業系施設（産業施設） 宮古島市多面的交流促進施設（いなうの郷） 

⑬ 産業系施設（産業施設） 宮古島市民宿キャンプ場（管理棟・コテージ） 

⑭ 産業系施設（産業施設） 
体験滞在施設（シートーヤー・果樹園管理棟・貝殻加工

施設・果樹園育苗施設） 

⑮ 産業系施設（産業施設） 育苗センター（伊良部）事務所・倉庫 

⑯ 産業系施設（産業施設） 宮古広域情報センター・伊良部固定局 

⑰ 産業系施設（産業施設） 佐良浜漁港製氷冷蔵施設 

⑱ 産業系施設（観光施設） 伊良部入江観光施設 

⑲ 産業系施設（観光施設） 佐和田の浜観光施設 

⑳ 産業系施設（観光施設） 西の浜（佐良浜サバニ保管庫） 

㉑ 産業系施設（観光施設） 西海岸公園観光施設 

㉒ 産業系施設（観光施設） 通り池観光施設 

㉓ 産業系施設（観光施設） 渡口の浜シャワー施設 

㉔ 産業系施設（観光施設） 牧山観光施設 

㉕ 産業系施設（観光施設） サンマリンターミナル 

㉖ 子育て支援施設 伊良部こども園 

㉗ 子育て支援施設 佐良浜保育所 

㉘ 子育て支援施設 伊良部幼稚園 

㉙ 子育て支援施設 佐良浜幼稚園 

㉚ 子育て支援施設 佐和田児童館 

㉛ 子育て支援施設 池間添児童館 

㉜ 保健医療福祉施設 伊良部町母子健康センター 

㉝  保健医療福祉施設 佐良浜歯科診療所 

㉞ 保健医療福祉施設 佐良浜診療所 

㉟ 保健医療福祉施設 南診療所 

㊱ 保健医療福祉施設 デイサービスセンター 
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表 ３-12 伊良部地区の既存公共施設一覧② 

 種別 施設名 

㊲ 保健医療福祉施設 伊良部地域密着介護事業所和みの里 

㊳ 保健医療福祉施設 伊良部老人福祉センター 

㊴ 保健医療福祉施設 佐良浜地域密着型介護事業所憩いの家いずみ 

㊵ その他・処理施設等 伊良部リサイクルセンター資源ごみストックヤード 

㊶ その他・処理施設等 白鳥苑火葬場 

㊷ 公園 離島振興センター跡地 

㊸ 小学校 伊良部小学校 

㊹ 小学校 佐良浜小学校 

㊺ 中学校 伊良部中学校 

㊻ 中学校 伊良部島小中学校 

 

 

 

 

図 ３-7 既存ストックとしての公共施設例（伊良部地区） 

（備考）庁舎・公民館・図書館・保健センター を茶色、スポーツ系施設を青、産業系施設をオレンジ、 

子育て支援施設 をピンク、保健医療福祉施設を紫、その他・処理施設等を灰色、公園を緑、 

学校を赤で示す。 
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■２－5：平良地区北部 

（1） 事前ヒアリングで意見が挙がった賑わい創出への取り組み 

 自治会同士が連携して地域おこしができる仕組みづくり 

・平良北部の自治会での連携をとりながら進めていっても良いのではないか。 

・宮古島市の自治会同士の組織を結成し、各自治会との情報交換等を行いたい。 

 

 

（2） 住民意見を取りまとめた拠点施設及び取り組みの方向性 

   ヒアリング等で頂いた意見を基に、平良地区北部における賑わい創出の取組の方向性を下記の

とおりとりまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

  

■平良地区北部地域づくり協議会創設による賑わいづくりの取り組み 

 ・各自治会で行っている先進的な取組を他の自治会に横展開できるよう、自治会間の連携強化 

ヒアリング（地域説明会）の様子 
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 賑わい創出拠点施設（取り組み）の決定 

平良地区北部の賑わい創出については、【（仮称）平良地区北部地域づくり協議会】を設立して地

域の賑わいづくりを進める。 

ソフト的な取り組みとして自治会同士の組織を設置することへの強い要望があったため、賑わ

いの拠点ではなく、ソフト的な取り組みへの支援を実施することとする。 

 

表 ３-13 基本構想で定めた 5 つの方針との整合 

 基本的な考え方 基本計画での考え方 

① 
交流しやすい場所であること 地域になじみのある各地区の公民館や市庁舎を利用

することで、交流しやすい環境である。 

② 
地域の資源や既存ストックを

活かしたものであること 

各地区の公民館を利活用するので既存ストックを活用

したものである。 

③ 

官民が連携した取り組みであ

ること 

北部地区の各自治会を取りまとめた組織を設立する

ことで、これまで以上に地域と行政が連携した取組が

可能になる。 

④ 
旧町村地域全体に効果が波及

する取り組みであること 

将来的には市内全自治会の参加を目指しており、旧町

村全体に効果が波及する取組である。 

⑤ 

定住しやすい環境づくりに繋

がる取り組みであること 

各自治会を通じた地域振興により、地域を元気にする

ことが定住しやすい環境づくりに繋がる取り組みであ

る。 

 

 賑わい創出拠点における取り組みの内容 

  これまでの経緯を踏まえ、今後の取組を以下の通り推進していく。 

 

【1】自治会間の連携した組織の設立 

 

 
  

■取組の基本方針 

 平良北部地区地域づくり協議会の設置 

■取組内容 

 設立に向けた自治会間での調整 

 設立後の取り組み内容の検討 

■市としての支援 

 組織の立ち上げに向けて検討する場を定期的に開催し、地域と協力しながら進め

る。【担当：地域振興課】 
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【2】その他：賑わい創出のための活動の継続のための取組（各地区共通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■取組の基本方針 
 賑わい創出の取り組みを推進するための地域おこし協力隊の活用 

■取組内容 

 地域が求める人物像について、地域↔行政の調整・意見交換等 

 赴任後の同協力隊員の住居等の支援 

■市としての支援 

 地域おこし協力隊の導入による賑わいの取り組みを推進する人材の支援 

【担当：企画調整課、地域振興課】 
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 資料編 

 

① 平良地区北部へのヒアリング等実施日と協力者等 

 

 実施日 協力者等 

ヒアリング 

2024 年 5 月 西原自治会長 

2024 年 5 月 狩俣自治会長 

2024 年 5 月 大浦自治会長 

2024 年 5 月 池間自治会長 

2024 年 5 月 島尻自治会長 

2024 年 6 月 18 日 平良地区北部（５地区自治会長：

西原欠席） 

地域説明会 
2025 年 2 月 6 日 場所：宮古島市役所 

参加人数：5 名 

 

 

② 平良地区北部における既存公共施設一覧 

 

表 ３-14 平良地区北部の既存公共施設一覧① 

 種別 施設名 

① 社会教育系施設 池間島離島振興総合センター 

② 社会教育系施設 西原地区公民館 

③ 産業系施設（産業施設） 海業センター 

④ 産業系施設（産業施設） 宮古島市海上の道・八重干瀬センター 

⑤ 産業系施設（産業施設） 池間漁港製氷冷蔵施設 

⑥ 産業系施設（観光施設） エコトイレ 

⑦ 産業系施設（観光施設）    池間大橋狩俣側トイレ・水飲み場 

⑧ 産業系施設（観光施設） 池間大橋池間側トイレ・水飲み場 

⑨ 産業系施設（観光施設） 宮古島海中公園 

⑩ 子育て支援施設 宮島幼稚園 

⑪ 子育て支援施設 狩俣幼稚園 

⑫ 子育て支援施設 西辺幼稚園 

⑬ 子育て支援施設 池間幼稚園 

⑭ 公園 島尻マングローブ公園 

⑮ 公園 健康ふれあいランド公園 

⑯ 公園 風の公園（西平安名岬公園) 

⑰ 小学校 西辺小学校 

⑱ 小学校 宮島小学校 

⑲ 小学校 狩俣小学校 
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表 ３-15 平良地区北部の既存公共施設一覧② 

 種別 施設名 

⑳ 小学校 池間小中学校 

㉑ 中学校 西辺中学校 

㉒ 中学校 狩俣中学校 

 

 

図 ３-8 既存ストックとしての公共施設例（平良地区北部） 

（備考）庁舎・公民館・図書館・保健センター を茶色、スポーツ系施設を青、産業系施設をオレンジ、 

子育て支援施設 をピンク、保健医療福祉施設を紫、その他・処理施設等を灰色、公園を緑、 

学校を赤で示す。 
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【資料編】 

① 閉校学校施設利活用方針（令和３年６月 宮古島市教育委員会） 
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② 廃校活用事例 

「廃校活用事例集  未来につなごう みんなの廃校プロジェクト」（令和５年３月 文部科学省大

臣官房文教施設企画・防災部施設助成課）より、本計画の参考になる事例を抜粋して掲載する。 
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